
参考資料３ 
 

個人情報保護に関する審議会等の設置状況について 

 

 

○ 審議会・審査会等の設置に関する規定の有無（※非常設を含む） 

 

【都道府県】                             【市区町村】 

 
 

 

 

○ オンライン規制 

（※国又は他の地方公共団体との通信回線等を通じた電子計算機の結合に関する規制） 

 

【都道府県】                             【市区町村】

 

※ 総務省 自治行政局地域情報政策室 

「地方自治情報管理概要～電子自治体の推進状況（平成 24年 4月 1日現在）～」より抜粋 


